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生
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郎

衆
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議

長

河

野

洋

平

殿

衆
議
院
議
員
田
島
一
成
君
提
出
新
た
な
過
疎
対
策
及
び
定
住
自
立
圏
構
想
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す

る
。



衆
議
院
議
員
田
島
一
成
君
提
出
新
た
な
過
疎
対
策
及
び
定
住
自
立
圏
構
想
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
こ
れ
ま
で
の
過
疎
対
策
の
評
価
に
つ
い
て
は
、
昭
和
四
十
五
年
以
来
、
四
次
に
わ
た
っ
て
議
員
立
法
に
よ
り
制

定
さ
れ
て
き
た
過
疎
対
策
に
係
る
法
律
に
基
づ
く
施
策
等
に
よ
り
、
上
下
水
道
、
道
路
、
医
療
施
設
と
い
っ
た
生
活
基
盤
の

整
備
や
産
業
の
振
興
な
ど
に
成
果
を
挙
げ
て
き
た
と
考
え
て
い
る
。

一
方
、
お
尋
ね
の
現
在
の
過
疎
地
域
の
置
か
れ
て
い
る
状
況
に
つ
い
て
は
、
人
口
減
少
と
高
齢
化
が
引
き
続
き
進
行
し
、

存
続
が
危
ぶ
ま
れ
る
集
落
の
維
持
、
農
林
水
産
業
の
振
興
、
生
活
交
通
の
確
保
と
い
っ
た
課
題
を
有
し
て
い
る
と
認
識
し
て

い
る
。

二
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
過
疎
地
域
自
立
促
進
特
別
措
置
法
（
平
成
十
二
年
法
律
第
十
五
号
）
の
期
限
切
れ
後
の
過
疎
対
策
に
つ
い
て
は

、
同
法
の
失
効
後
に
お
い
て
も
、
過
疎
対
策
に
係
る
何
ら
か
の
立
法
措
置
が
必
要
と
考
え
て
い
る
が
、
こ
れ
ま
で
の
過
疎
対

策
に
係
る
法
律
が
議
員
立
法
に
よ
り
制
定
さ
れ
て
き
た
経
緯
や
現
在
ま
で
の
各
党
各
会
派
に
お
け
る
検
討
状
況
を
踏
ま
え
、

対
象
と
す
る
地
域
の
要
件
や
具
体
的
な
施
策
の
在
り
方
な
ど
、
そ
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
各
党
各
会
派
に
お
い
て
十
分
議
論

一



し
て
い
た
だ
く
必
要
が
あ
る
も
の
と
考
え
て
い
る
。

三
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
集
落
支
援
員
の
身
分
に
つ
い
て
は
、
そ
の
す
べ
て
を
把
握
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
地
域
の
実
情
に
応
じ

て
、
例
え
ば
、
地
方
公
共
団
体
の
非
常
勤
職
員
で
あ
る
事
例
や
、
地
方
公
共
団
体
か
ら
事
業
を
委
託
さ
れ
て
い
る
特
定
非
営

利
活
動
法
人
等
の
職
員
で
あ
る
事
例
を
承
知
し
て
い
る
。

四
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
協
定
締
結
に
至
る
プ
ロ
セ
ス
に
つ
い
て
は
、
定
住
自
立
圏
構
想
推
進
要
綱
（
平
成
二
十
年
十
二
月
二
十
六
日
総

行
応
第
三
十
九
号
総
務
事
務
次
官
通
知
。
以
下
「
要
綱
」
と
い
う
。
）
第
�
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
市
（
以
下
「
中
心
市

」
と
い
う
。
）
が
要
綱
第
�
に
規
定
す
る
中
心
市
宣
言
（
以
下
「
中
心
市
宣
言
」
と
い
う
。
）
を
行
っ
た
後
、
中
心
市
と
そ

の
周
辺
の
市
町
村
と
の
間
で
、
そ
れ
ぞ
れ
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
九
十
六
条
第
二
項
の
規
定

に
よ
り
議
会
の
議
決
を
経
た
上
で
、
要
綱
第
�
に
規
定
す
る
定
住
自
立
圏
形
成
協
定
（
以
下
「
協
定
」
と
い
う
。
）
を
締
結

す
る
こ
と
と
な
る
も
の
で
あ
る
。

お
尋
ね
の
見
通
し
に
つ
い
て
は
、
中
心
市
の
う
ち
二
十
四
の
先
行
実
施
団
体
の
す
べ
て
が
既
に
中
心
市
宣
言
を
行
い
、
現

二



在
、
協
定
の
締
結
に
向
け
て
取
り
組
ん
で
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
全
国
で
二
百
四
十
市
程
度
と
見
込
ま
れ
る
中
心
市
及
び
そ

の
周
辺
の
市
町
村
に
お
い
て
、
要
綱
に
基
づ
き
、
定
住
自
立
圏
の
形
成
に
向
け
て
積
極
的
に
取
り
組
ん
で
い
た
だ
き
た
い
と

考
え
て
い
る
。

お
尋
ね
の
中
心
市
の
具
体
的
な
メ
リ
ッ
ト
に
つ
い
て
は
、
中
心
市
と
周
辺
の
市
町
村
が
相
互
に
連
携
を
図
り
な
が
ら
、
広

域
的
な
観
点
か
ら
地
域
の
活
性
化
等
に
資
す
る
施
策
を
展
開
す
る
中
で
、
中
心
市
に
お
い
て
は
、
中
核
的
な
医
療
、
高
等
教

育
等
の
都
市
機
能
が
集
約
的
に
整
備
さ
れ
、
定
住
の
促
進
が
図
ら
れ
る
も
の
と
考
え
て
い
る
。
ま
た
、
要
綱
第
�
に
規
定
す

る
定
住
自
立
圏
共
生
ビ
ジ
ョ
ン
（
以
下
「
ビ
ジ
ョ
ン
」
と
い
う
。
）
を
策
定
し
た
中
心
市
に
対
し
て
は
、
ビ
ジ
ョ
ン
に
基
づ

く
取
組
を
推
進
す
る
た
め
の
特
別
交
付
税
措
置
、
ビ
ジ
ョ
ン
に
基
づ
く
事
業
に
つ
い
て
地
方
債
を
活
用
し
た
場
合
の
普
通
交

付
税
措
置
等
が
講
じ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。

三


